
 

 

 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１２０６）） 

２．日 時：平成３０年８月２１日 １６時００分～１７時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

名倉安全管理調査官、江嵜企画調査官、吉村上席安全審査官、岸野主任安全審査官、 

千明主任安全審査官、日南川安全審査官、三浦安全審査官、竹内技術参与 

（技術基盤グループ 地震・津波研究部門） 

   山﨑主任技術研究調査官 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：開発計画室 北川執行役員 他９名 

東北電力株式会社：原子力部（原子力設備） 担当 

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 土木耐震グループ 副長 他１名 

中部電力株式会社：原子力部 設備設計グループ 担当 

電源開発株式会社：原子力技術部 原子力土木室 担当 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、８月２０日の提出資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認可申請

に係る耐震性に関する説明書、津波への配慮に関する説明書ついて説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

＜第 607回審査会合資料【論点８】立坑構造物の解析モデル変更について＞ 

○ 立坑構造物の鉄筋の照査結果の説明の前に、検討対象のモデルの概要・配筋図の説明を示

すこと。 

○ 水平１方向の側壁の水平鉄筋の照査結果のうち水平２方向による照査を兼ねていないもの

について、照査値が厳しい部位の水平２方向による照査結果を示すこと。 

○ 水平２方向の地震力に対する円筒形立坑の水平鉄筋の安全余裕を確認し、整理して提示す

ること。   

 

（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

 なし 


